
カルガリー日本人ゴルフ会（CJGA）会則 

 

第一章 総則 

第一条 会の名称： 

会の名称をカルガリー日本人ゴルフ会と称し、 

英語では Calgary Japanese Golf  Association (CJGA)と 

定める。｛以下本会と称する｝ 

 

第二条 目的： 

会員相互の親睦と技術向上を目的とする。 

 

第三条 組識： 

本会の主旨に賛同する会員により構成される。 

 

第四条 運営： 

本会は総会において承認された役員により、全員参加の原則によって

民主的に運営される。 

 

第五条 総会： 

総会は本会の最高意思決定機関である。 

 

第二章 細則 

 

第一条 会員資格 ： 

本会の会員は、本会の主旨に賛同するカルガリー、カルガリー近郊（150

ｋｍ以内）に在勤、勤務、在住者、もしくは 1年以上の長期滞在者と

する。 新会員には二名以上の会員の推薦により会員となる事ができる。 

 

第二条 総会： 

定期総会は年一度、原則として 1月に開催され、必要に応じ会員総数



の 50%の要請により臨時総会を招集することが出来る。 

 

第三条 役員： 

1. 本会の目的遂行の為、役員は 3名以上とする。 

2. 役員の任期は二年とし、その再選を妨げない。 

3. 役員の選出は役員会にて推薦し、総会での承認によりその任に就く

事とする。 

4. 役員会は会長と 3名以上の役員により構成される。 

 

第四条 役員会の権限： 

1. 本会運営規則（補足）の改訂。 

2. 会則に従って行う本会の活動全ての議決権を有する。 

（大会の会場の決定を含む）  

3. 会則の定める処により、会員の除名を決定できる。 

 

第五条 修正及び改訂： 

本会則は、総会において出席者 3分の 2の同意により修正・改訂 

する事ができる。 

 

第六条 会員の除名： 

役員会は、会の名誉を著しく傷付けたり、他の会員に多大の損害を与

えた会員に対して、役員会での協議の上、除名を含む処分決定を下す 

事が出来る。 

 

第三章 本会運営規則 

1. 役員会は 各大会の会場予約、予約金の納入、大会幹事の決定を行い 

会員に報告すると共に、年初に年間を通じての参加者の確認を行う。 

又総会にて通年の会計報告を行う。 

 

2. 各大会の運営は役員会により nominate された各大会幹事により別途          

   定める“CJGA大会幹事マニュアル”に基づき行われるものとする。 


